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第 章 街 路  業 

 

第 節 街路 業 概要 
 

 街路と  

 。1) 街路 役割 

   街路 都市 中 路 あ 多種多様 役割 担 い 市民生活や経 活動等 伴う自動車

交通等 滑 処理 市民 散歩 楽 祭 やイ ン 開催さ

人々 集い語 合う都市 い 最 基礎的 公共空間 あ 街路 持 空間機能

そ 他 地 鉄や路面電車 い 公共交通機関や 水 電力等 イフ イン 収用

災害時 避難路 提供 延焼 防 防火帯 機能 あ さ 街路 市街地 街区

構成 沿 市街 誘 機能 持 都市 基盤 方向性 決

重要 役割 担 い う 各種機能 整理 次 表 う  

街路 多様 機能 

大 項 目  項 目     容 

都市交通施設機能 通路 機能 人及び物 動 通路 機能 

沿 利用 機能 沿 土地 施設 建物等 出入 ッ

プ チ 貨物 積

機能 

都市環境保全機能  都市 オ プン 住環境 維持

機能 

都市防災機能 避難路 救援路 災害 生時 被災者 避難及び救助 通

路 機能 

災害遮断 災害 拡大 抑え遮断 空間

機能 

都市施設 空

間機能 

他 交通機関 空間 ノ 新交通 テム 地 鉄 路面電

車等 設置 空間 

供給処理施設 空間 電気 水 水 地域冷暖 都市廃棄

物処理管路 ガ 等 設置 空間 

通信情報施設 空間 電 （ATV等 設置 空間 

そ 他 施設 空間 電 ボッ 信号 案 板 フ

ニチ 等 設置 空間 

街路 構成 市街

誘  

街区 構成 街路 街区 そ 位置 規模 形状 規

定  

市街 誘  沿 土地利用 高度 都市 面的

展方向 形状 規模等 影響 与え  
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   以 通 街路 都市 自動車交通 処理 都市 代表 公共空間

質 高い整備 進 い 必要 あ  

 。「) 街路 街路 

   街路 業 称 場合 街路 都市計 法第11条第1項 規定 路 都市計

路 う 都市局 管 業 対象 路 いう 場合 都市局 管 あ

意味 あ  

   都市計 路 あ 路局 管 路 除外さ  

   土地区 整理 業又 市街地再開 業 整備さ 都市計 路 含  

  いう あ う 業 予算科目 項 路 業費 区分さ 広義

街路 街路 呼 い 街路 土地区 整理 業又 市街地

再開 業 整備さ 都市計 路 除い 街路 呼 街路課

管 通常 街路 業 表現さ い あ  

 。」) 街路 業 路 業 区分 

   路整備 都市局 管 街路 業 路局 管 路 業 あ  

   次 都市計 路 い 両局 管区分 明 う 区分 あ 両

局 管区分 原則 都市部 都市計 路 都市局 そ 以外 地域

路局 管 いう 原則 あ う 管区分 必 明確 区分

さ い わ そ 都度協議 定 さ い 部分 あ  
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都市計画道路整備事業 都市局 道路局 所管区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

。注)    都市局 管        路局 管   都市 路両局協議 

   区分 路管理者 必要 認 業 例え 交通 隘路 い 地区 路改築

橋梁 拡幅 鉄 面交差除却等 路局 管  

   当面 昭和『』 度国勢調査 人 集中地区 ）I） 地区 設定さ い い場合 基

準 準 地区 

   昭和『』 度以降昭和60 度 変動 人 集中地区 状況 路 交通状況 沿 状況

路管理 実態 案 両局協議 決定  

   土地区 整理 業 い 都市局 管区分 従う 大都市圏 各区域

い 両局協議 従来 管区分  

 

都  両 

都市計  
  路 

一般国  

市街地再開 業 

そ 他 

大都市圏 

東京：東京外郭環状線

側 区域 外郭環状線

路局 管  

指定区間外 

大阪：大阪南池田線－淀川

岸線―大阪中央環状線

形成さ 環状線 側

区域 

屋： 屋第 環状線

側 区域 第 環状線

路局 管  

記以外 区域 

イ 計 あ 現 将
来都 府県 以  

大都市圏
以外 都市 

記以外 一般国  

都 府県
市 村  

既成市街地  

都市計 法 基 用途指定さ い 区域 

用途指定 い都市 あ 既成市街地
外線 路線的 概 』00ｍ 含 区域 

記以外 区域 

既成市街地
以外 区域 

指定区間 

注  

注  

注 両 

注 両 

 

都 

 

 

都 

都 
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 街路事業 進め方 

 。1) 街路 業 手 流  

  1) 都市計 決定 

    街路 業 い 当 業 都市計 業 あ 必須条件 新規補

助採択 要望 行う路線 い 原則 採択前 度 都市計 決定 変更 さ

い 必要 あ  

  「) 都市計 路整備プ ム 

    都市計 路 都市計 決定や 業認可 手 市民 情報 周知 都

市計 決定 い 業着手 明示さ い い 業着手時 混乱要因

い 整備 見通 明確 い 計 的 民間開 誘 土地 効高度利用

阻害 一要因 い う 状況 踏 え 業 一層 透明性や客観性 確保

民間 含 計 的 実現 都市計 路整備プ ム

策定 公表 推進 あ  

  」) 調査及び 業 検討 

    街路 業 実施 地方公共団体 県 市 関 位計 や都市計

路整備プ ム 調整 業 検討 行う 必要 応 交通調査費補助

連 立体交差 業調査等 活用 具体的 整備計 策定 調査 進 必要

あ  

  『) 補助要望 新規採択要望 

    予算要望 ン 業 必要 予算要望額 他 新規補助採択 要望 箇

概要等 説明 受 い  

    新規採択 可否 い 新規採択時評価 加え 業 熟度 重要性及び緊急性等 案

国土交通省 決定 通常毎 度 『 予算 示 地方公共団体 通知さ  

  』) 都市計 業認可 申請 承認 

    採択 さ 都市計 法第』9条 規定 認可又 承認 受 必要 あ  

  6) 街路 業 執行手 交付申請 変更申請 完了実績等  

    補助金等 予算 執行 適正 関 法 及び 都市局 管国庫補助金交付申請等

要領 成1」 6 「7日付国土交通省都市 地域整備局長通 等 基 補助金交付 関

申請等街路 業 執行 関 実施  
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計 決定 

調査及び 業 検討 

新規路線要望 

予算要望 

要望調書整理 

要望 審査 

財 省 予算要求 

政府案 決定 要望審査 

配分案 作成 

実施計 決定 

実施計 変更 示 

承認書 

送付 

業認可告示 

業認可 審査 

業認可 申請 

業認可 書 作成 

設計 

測量 

業 準備 

新規 業  

業認可 修正 

交付申請 書 作成 

補助金 交付申請 

交付申請 書 修正 交付申請 審査 

地方公共団体  

長期計 五箇  

計 等 

国土交通省  

～ 
  

路線 

予算 

 

1「  1「  

要望 再検討 

交付決定 

変更交付申請 

。経費 配分) 

箇 流用申請 

示変更申請 

業費 

変更 地 元  
工 説明 

用地 記 
書  換 

補償工  
  注 

統一交付申請  

契約 

工 入  用地交  

工   

設計変更 

完了検査 

支  払 

完了実績報告書 提出 

路線 完了 

注 表 毎 街路 業実施 際 必要 手 並び 一般的 示 い  
   市 村 業 い 業認可及び交付申請 審査 都 府県 い 行う  
   指定市 あ 業認可 都 府県  

街路 業 手 流  

管理者 引  

都市計 路整備 

プ ム 

路線 必要

額 積  

 ３４ 業  

Y道８ 

Y道８ 

３４ 

Y道８ 
３４ 

審査 

審査 

審査 

完了検査 

完了検査 

額 確定 
３４ 

二
年
目

 

三
年
目

 

一
年
目
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 。「) 成果を意識 た街路事業 展開 

   道路事業 け 成果志向 道路行政マネジ ントへ 組み あわせ 街路事業 い

事業 成果を意識 効果的 効率的事業 実施を図 た 以下 う 組みを行 い

 

   時間管理概念 徹底 

   都市計 道路整備プログラ 策定 公表 

   完了期間宣言路線 等 対 重点的支援 

   土地 用 活用 適 事業進行管理 徹底 

   事後評価 実施 公表 

   供用前後 交通量 旅行 度等 変化 計測 路線 特性 応 た観点 事業効果 把

握 

   全国 街路事業 け 優秀 組み等 い 情報共 次 事業へ 映を目的

た街路事業 次報告 作成 公表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 。」) 成果を重視 た事業執行へ 組み 

   行政 効率化を図 事業 透明性を高 こ を目的 成果主義 考え方 立 た行政

マネジ ントへ 転換へ 組み 進 い  

   具体的 事業完了路線 い 自動車交通量 旅行 度 歩行者交通量等 い 測定を

行い 事業 定量的 変化を把握 他 事業箇所毎 特徴的 項目 い 効果を 析

こ を公表 う 国 依頼 あ た  

   詳細 成16 5 「7日付16都第6「号 街路事業 け 成果主義へ 組み い

通知  

 

都市計  

道路整備 

プログラ 

策定 

完了期間 

。時期)

公表 

国

全面的

支援 

８割

ル ル

徹底 

計 的 効率的 事業実施 

事業効果 早期発現 

事後評価

実施 次 事業 
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第 節 都市計 事業認可 
 

 手続 流  

  都市計 決定を けた街路 い 事業 認可を け 事業を実施 こ そ 事業

認可 手続 流 次 図 示 あ  

 

○事業認可手続 流  

■ 市 村施行事業 

 

 

 

 

 

 

 

■ 県施行事業 

 

 

 

 

 

 

 

 本フロ け 国土交通大臣 権限 法85条 規則59条 地方整備局長

委任さ い  

等
の
作
成 

事
業
計
画 

市
町
村
の 

認
可
申
請 

知
事

へ
の 

認 
可 

知
事
の 

告 

示 

知
事
の 

聴
取 

等
の
意
見 

設
管
理
者 

用
排
水
施 

国土交通大臣への 

図書の写の送付 

市町村長へ 

図書の写 

の送付 

公衆 

縦覧 §59  

§59⑥ 

§59  §62  

§62  

§62  
§62  

作
成 

計
画
等
の 

県
の
事
業 

認
可
申
請 

大
臣

へ
の 

国
土
交
通 

認
可 

大
臣
の 

国
土
交
通 

告
示 

大
臣
の 

国
土
交
通 

聴
取 

等
の
意
見 

設
管
理
者 

用
排
水
施 

県知事へ  

図書 写 送付 

市 村長へ 

図書 写 

送付 

公衆 

縦覧 §59  

。§59 ) 

§59⑥ 

§59  

。§59 ) 

§6「  

§6「  

§6「  
§6「  
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 認可申請 ついて 

  法60条 事業認可 申請 必要 書類等 次表 う 定 い  

  細 成「6 ８日付「6都第77号 街路事業 事業認可 い 通知  

 

事業認可申請書 記載事項及び添付書類 

申請書 記載事項 

法60条  
内容 

添付書類 

法60条  

施行者 称  事業地を表示 図面。注) 

設計 概要を表示 図面 

資金計 書 

事業 施行 関 行政機関

免許 許可 認可等 処分を

必要 場合 い こ

処分 あ たこ を証明

書類又 当 行政機関 意

見書 

そ 他国土交通省 定

図書 

 ・都市計 事業 係 都市 

施設又 市街地開発事業 

関 都市計 種類 

及び 称 

・市 村 外 者 あ  

 申請 理由 規46  

都市計 事業  

種類 

 

事業計  収用又 使用 を

明 た事業地 

 都市計 事業を施行

土地をいう  

設計 概要 

事業施行期間 

法60条  

そ 他国土交通 

省 定 項 

都市計 事業 称 規

44条  

    。注) 事業地 表示 当た 土地 関 権利を 者 自己 権利 係  

土地 こ 区域 含ま う を容易 断 こ  

け い 法60条 い 準用 法14条  

 

 変更認可申請 ついて 

  事業認可を受けた都市計 事業 い 収用又 使用 を明 た事業地 都市計 事

業を施行 土地をいう 設計 概要 事業施行期間 法60条 を変更 必要 生 た

場合 事業計 変更認可を受け け い  

  細 い  認可申請 い 様 あ  
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第 節 街路事業 実施 

 
 街路事業 下 う 種 実施さ い  

 

街路事業 事業種 表 

区    分 概           要 

一
般
の
道
路
整
備 

道 路 改 築 
道路、駅前広場、自転車駐車場、歩行者専用道等を新設あるい 改築する事

業 

橋 梁 整 備 
河川、湖沼等に架 る一定 規模以 橋梁 新設、拡幅又 架替えを行う

事業 

踏 除却 改良 踏 道 除却 改良また 道路と鉄道を立体交差させる事業 

連 続 立 体 交 差 
道路と交差している鉄道 一定区間を高架又 地 化することによって、複

数 踏 除却と新設道路と鉄道と 立体交差を一挙に実現する事業 

連 続 立 体 交 差 関 連 

公 共 施 設 整 備 

連続立体交差事業にあわせて一体的に実施する必要 ある街路事業 道路改

築、橋梁整備 、土地区画整理事業及び市街地再開発事業を実施する事業 

公 共 交 通 機 関 支 援 
道路交通 円滑化を図るため都市モノ 新交通システム等 支柱、桁

等 いわゆるインフラ部 を道路 一部として整備を行う事業 

交
通
結
節
点
の
整
備 

結 節 点 改 築 
交通機関間の連携強化や移動の連続性の強化を図るため 必要と る駅前広

場、歩行者用デッキ、公共駐車場の整備を行う事業 

結節点環境改善 
交通結節点 おいて道路敷地外空間を活用した歩行者通路、交通広場等の整

備 

共
同
溝
等 

共 溝 設 置 
公共施設 電線 ス管 水管 水道管 を 容 道路

地 設 共 溝を整備 業 

電線共 溝整備 
電線管理者 電線を 容 道路 地 設 電線共

溝を整備 業 

道 路 交 通 環 境 改 善 道路敷地外空間を活用 歩行者通路 交通広場等 整備 

 

 用地幅等 取扱い 

  街路 業 用地 買 幅 原則 都 計画決定 幅員 補

対象 都 計画決定 範 構造物 変更 法面等 都 計画幅員 用地取得

必要 生 場合 原則 都 計画 幅員 変更及び 業認可 変更を行 用地

取得を行う 地等を ス ス 活用 場合 様 扱い  
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  将来 土地利用を考慮 法敷を取得 法面 を行う場合 あ 都 計

画 変更 必要 く 業認可 設計 概要を表示 面 示  

  取得 業用地 道路用地 境界を恒久的 明確 コン 境界杭 境界

等を設置  

  街路 施 基面高 隣接 土地 高 程度 場合 縁石 側溝等を境界沿い 設

置 管理境を明確 く 望 い  

  補 金交付申請 添付 用地補償 申請書 訳書 地 者 一連番号 一

番号を記入 い  

 

 改築工事 

  改築 設計 当 本設計基準第1編～第6編 準 示方書 要綱 技術基

準等 準 次 項 留意  

  道路構造 適用等 い 都 計画運用指針を参照  

 。1) 幅員構成 

   街路 一度築造 沿道 土地利用 高度化 場合 再 幅 非常 困

新規 認可を 場合 都 計画決定幅員 妥当 あ 見直 重要 あ

そ 点 留意 検討を進  

   断構成 計画交通量 道路 利用形態 沿道 現在及び将来 土地利用計画 道路 種

接続道路 状況等を 案 決定  

   車道 歩道 自転車道 中央帯 植樹帯 環境施設帯 幅員 い 都 計画決定時 考

え方及び沿道 土地利用 歩行者 自転車交通量 都 景観等を考慮 決定  

   積雪地帯 い 堆雪幅 流雪溝設置幅等冬期 交通対策を考慮 決定     

 。「) 縦断計画 

   縦断勾配 計画 当 道路構造 を踏 え 沿道地域 土地利用及び地盤高

施 箇所前 縦断勾配 排水勾配 土盛土 ンス等を考慮 特 交差点部 区間

い 交通 全 等 十 配慮を 積雪寒冷地域 い 積雪 凍結

ス 等を考慮 縦断勾配  

 。」) 土 計画 

   近 建設発生土処理費 高騰や 処理場所 方法等 問題 土量 盛土量 ンスを考

慮 発生土量を必要最 限 う 点 留意  

   土 盛土 区間 い 多く 用地面積を必要 用地費用 擁壁等

構造物 費用 を比較検討 経済的 方法 計画を行う 法部 用地取得 当
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将来 街化 動向 沿道地 者 意向等を把握検討 うえ行う  

   近い将来 街化及び土地利用形態 変更 予想 地域 橋梁 取付部等 高盛土

区間 い 地域 断等 問題 生 い う高架橋 検討 行う  

   土 盛土 直近 宅等 建築 予想 場合 法面崩壊 災害を い

う法面処理 検討 当 特 慎重 検討  

 。4) 舗装  

   車道部 舗装 い 都 型水害 発生抑制 道路交通騒音 減等 観点 必要 応

排水性舗装等を積極的 使用 い  

 。5) 歩道 構造 

   成1「 11月15日 高齢者 身体 害者等 公共交通機関を利用 移動 滑化 関

法 交通 法 施行 交通結節点 化 進  

成18 高齢者 害者等 日常生活及び社会生活 移動 及び施設 利用

利便性 全性 向 を 施策を総合的 推進 法 交通 法

を統合 充 形 高齢者 害者等 移動等 滑化 進 関 法

新法 を制定 引 続 歩行空間 化を進 いく  

   新法 基 く基本構想 定 区域 い 移動等 滑化 必要

道路 構造 関 基準 成18 1「月19日国土交通省 第116号 い

基準 重点整備地区 特定道路 構造 遵 最 基準を定 い あ

実 整備 あ 道路 移動 滑化整備 ン 国土技術研究セン

タ い  

   特定道路 外 全 道路 対 本基準 適合 力義 課 い

整備 あ 本基準 積極的 活用を い  

視覚 害者 歩行 全 利便性を 必要 応 視覚 害者誘 用 を設

置  

 。6) 歩道舗装 

   歩道舗装 種類 ス 舗装を標準  

   ン 整備 業 身近 く 支援街路 業 駅前広場 電線共 溝整備

業 歩行者専用道等地域 特性を生 く を行う場合 補 対象 考え方等 断

い場合 街路 業担当課 相談 い い ６街路 業

を参照 い  

   橋梁 歩道舗装 い 記 準 扱い  
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 平面交差点 

  面交差点 設計計画 交通量 大型車混入率 方向 交通量 交差点密度等を考慮 既存

面交差点改良 い 過去 故 状況 混雑状況等を 案 行う 重要 あ  

  設計 当 特 次 項 留意  

   交差角 直角交差 望 い 設計 当 直角交差 近 共

コン 交差点 う考慮  

   五差路 交差点 避 や を得 い場合 流出交通 を認 交通規

制 実質四差路 交差点 機能 う交通管理者 協議を 設計  

   くい い交差 避  

   右折車 予想 交差点 右折車線を設  

 

 道路相互 立体交差 

  立体交差 計画 当 将来交通量 道路 機能 交差点間隔 土地利用条件等を 案

総合的 検討 特 街地部 交差点密度 高い 一 交差点を立体化

隣接交差点 影響 沿道地域 チ 排水処理 環境等 問題 い 十

検討を行う  

  立体交差 採用 当 次 項 留意  

   ４車線 道路 相互 交差 場合 立体交差を考慮 そ 立体交差

効果及び他 交差点 ンス等そ 路線全体 い 検討を行う  

   そ 他 交差点 あ 交通量 道路 機能及び地形等 立体交差 望 い場合

立体交差  

   立体交差 形式 高架式 地 式等 選定 経済的 比較 排水処理 日照

周辺 土地利用 地 水 流 等 観点 比較検討 総合的 断  

   立体交差 設計 当 特 次 項 配慮  

    立体交差 連結側道 幅員 当 道路 交通量及び 沿道 状況 応 定 少

く 1車線 ほ 停車帯を考慮 幅員 望 い  

    歩道 自転車道 原則 立体部本線 設 面部を 断  

   ウ 高架式 場合 交差部 高架 支間長 連結道路 交差道路 面交差計画 視距等を考

慮 決定  

   エ 高架 取付部 擁壁を採用 い 例 多い 通風 地域 断感 解消等 配慮 橋

梁型式 い 検討  

    将来 共 溝等 設置 考え 箇所 い 共 溝 置 施 方法等 検討を
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行 く  

   高架式 電波 害 日照 害等 恐 あ 場合 前調査を実施 く  

 

 道路 附属施設等 

 。1) 立体 断施設 

   設置 当 交通状況 地形 沿道 土地利用 歩行者 利便性等を十 検討 うえ 最

適 立体 断施設を選定 い  

   交通 新法 規定 特定経路を構成 道路 立体 断施設 エ

タ 設置を原則 い 留意 そ 他沿道状況 身体 害者対策 高齢者等

弱者対策等 特 設計 必要 あ 場合 必要 応 前 街路 業担当課 相談

い  

 。「) 植  

   道路植 道路景観 交通 全性 快適性 向 大気 浄化 騒音 軽減等良好 環境

確保を うえ 重要 あ 積極的 実施 実施 当 次 項 留

意  

   植樹帯 幅員 1.5mを標準  

   樹種 地域 特性 植 計画 意 ふ わ い樹木を選定 樹齢

を大 く育 を基本 計画  

   植 木 中木 高木 高木 樹高4.0m 幹回 目通 「5げmを補 対象 目

 

   身近 く 支援街路 業 駅前広場 ン 整備 業等 景観等 配慮

記 い場合 途 街路 業担当課 相談 い  

   植 設計 樹種 選定等 細 い 道路緑化技術基準 解 日本道路協

会 を参照  

 。」) 防護柵等 

   防護柵 路側用防護柵 歩道用防護柵 帯用防護柵 類 そ 形式選定 当

道路環境 調和 施 条件 維持修繕 除雪等 留意 決定 場合

歩道 植樹帯付近 樹木 成育 妨 い う配慮  

 。4) 道路照明 

   使用 材質 通常 照明具 鋼製 水銀灯等 を補 対象 限度  

更新及び新設 道路照明 ンネ 照明含 い 原則Ｌ 照明
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ンネ 照明 い 設計時 前協議  

   身近 く 支援街路 業 駅前広場 ン 整備 業等 景観等 配慮

記 い場合 補 対象 考え方等 断 い場合 必要 応 街路 業担当

課 相談 い  

   将来 連続照明 必要 思わ 区間 い 前 電線管 設を検討  

 。5) 道路標識区画線 道路表示 

   道路標識 区画線及び道路標示を設置 場合 公 委員会 十 協議 うえ設置

道路標識 設置 当 次 項 留意  

   道路利用者 利便 資 案 標識 積極的 設置  

    そ 他道路管理者 設置 案 標識を含 一貫 案 う特 留意

 

   標識 道路利用者 短時間 夜間 い 大 置等を十 検

討 周辺 既設標識 置 容等を 案 設置  

   設置 支柱や標識 建築限界を侵 い う注意  

 。6) ス停車帯 

   路線 ス 多い道路 ス 停車 交通容量 大幅 場合 ス停車帯 設

置を検討 ス停車帯を設置 場合 い 都 計画決定幅員 中 歩道を多少

縮 設置可能 場合 計画幅員を外側 幅 必要 場合 あ 者 場

合 将来 当 地域 ス路線計画等を 案 必要 応 都 計画 変更を行う  

   設置 当 交差点付近 縦断勾配 曲線半径等 留意 ス 業者等 協議 うえ

利用者 利用 や い 置 選定  

 。7) 除雪 融雪施設 

   流雪溝 消雪 ン い 適 設置 非常 効果

あ 積極的 検討 実施 あ 次 項 留意 利用

者 そ 運用 い 関 者間 検討 く  

   街地中心部 商店街等歩行者 多い箇所 歩道 設 ン

い 必要 応 街路 業担当課 相談 い  

   視線誘 標 道路 射鏡 遮光施設等 い 必要 応 設置  

 。8) そ 他 施設 

   本項 道路 附属施設等 扱 外 特 施設 設置 い 必要 応 街路

業担当課 相談 い  
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 街路事業 おけ グレ ドアップ 

 。1) 主 項目 考え方 

   街路 業 都 景観形成 や 核 街 く を誘 いく 整

備 あ 十 検討 必要 あ  

   考え方 い 断 い い 街路 業担当課 前相

談を行い実施  

  1) 歩道舗装 

    歩道舗装 最 基本的 あ 景観 く環境や福祉 交通 全面 配慮 単

ンタ ン 整備 良い いう く 街 く 方向性や地元

周知徹底等 配慮 計画 う検討 望 い  

  「) 照明灯 

    照明灯 ン 夜間 無論 昼間 景観 果 役割 大 い 十 検討

そ 既製品 中 チ ン あ 場合 あ 易 特注品を

使用 不適 あ  

  」) 高 欄 

    高欄 照明灯 様 材質 ン そ 単価 右 既製品 活用を

検討 ン重視 強度不足 い う注意  

  4) 植樹等 

    樹木 種類や大 単価 大 く異 樹木を育 いう観点

原則 高木 現基準：高 4m 目通 「5げm 認 い い 既

存 樹木 あ 場合 極力そ 活用を検討 い そ 移植 樹木を支え 鳥居等

仮設物 を認 い い  

    ン ン 等そ 必要性 明確 い 場合 高木

を認 い  

 。「) 補 対象範 目  

   街路 業 近 補 対象範 目 を参考 表 示 前述 各種

業 実施 あ 地元特産 材料を利用 場合 地域 活性化 場合 い

路線 真 必要 整備水準を 案 検討 い  

   補 対象範 を超え 地元 担 県単費

原則行わ い  
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○グレ ドアップ 関わ 補助対象範囲 目安 

  類 

街地中心部等

い 都 空間形

成機能 求

い 路線 

景観協議会等 周辺地区

い 検討を実施

沿道地区 民 意見を調査 景

観 ンを策定 等 取

組 を実施 い 路線 

く 協議会 実施

体制 地区計画や景観

計画を策定 沿道 景観形

成 連携

を実施 路線 

 業 例 

一般 街路 業

場

合 

駅前広場整備 業 

歩行者専用道整備 業 

電線共 溝整備 業 

身近 く 支援街路 業 等 

ン 整備 業 

身近 く 支援街路

業 歴 業 等 

舗  装 

コン 板舗

装 

ンタ ン

舗装 

ンタ ン 舗装 

タ 舗装 

擬石 板舗装 

舗装 

擬石 板舗装 

舗石舗装 

自然石舗装 

照  明 

鋼製  

ン 照明 

 

物 

ン 照明 

 

物 

ン 照明 

植 樹 桝 

歩道縁石 

境 界 石 

コン

 

洗い出  

ン  

洗い出  

ン  

擬石化粧 

擬石化粧 

自然石 

 

 

目   

通常単価 「倍程度 通常単価 」倍程度 通常単価 5倍程度 

注 通常単価 積算基準 基 使用 い 積算単価表又 物価版 標準単価 あ

各々次 掲 通常単価 相対的 基準 あ 必

要性 い路線 い 標準的 コン 板舗装を使用 意味 い  

歩道舗装 目 コン 板舗装 標準的 単価を適用  

照明灯 高 出幅 灯数 呼び 標準品 単価を適用  

植樹桝、歩道縁石、境界石 用途 規 標準品 単価を適用  

 注 実 現場 い 記 表 掲 い 材質 外 材料を超え 単価 材料を地元

担等 使用 差 支え い  


